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平成３０年度 事務・組織運営等研修会の開催について（ご案内） 

平素は、多面的機能支払交付金の取組につきまして、格別のご理解・ご尽力を賜り厚くお礼

申し上げます。

昨今、国、県において、活動の継続や拡大、効率化を図るため「組織の広域化」が推進され

ています。

県協議会では、今年度の事務・組織運営等の研修会として、組織の広域化を図る上で参考に

していただくため別紙（裏面）のとおり研修会を開催することとしましたのでご案内いたしま

す。

県内では約６５０組織のうち２５組織が広域組織として活動に取り組まれています。

研修では、実際に広域組織で事務等を担っている方にお話しを伺い、事務の担い手が不足し

本制度の継続が難しいとお考えの組織の方へのアドバイスとなればと考えています。

今年度で活動期間が終了を迎える組織が多いことから、この機会に研修会に参加いただき、

平成３１年度からの継続の参考としていただければと思います。 

参加ご希望の活動組織は、ご希望の研修会の参加申込書に必要事項を記入のうえ、お申込み

ください。 

問い合せ先 

 〒690-0876 島根県松江市黒田町432-1 
水土里ネット島根 水土里推進グループ（伊藤・深田）

〔TEL 0852-32-4141〕 〔FAX 0852-24-0848〕

『事務・組織運営等研修会』に参加されると農地維持に取り組まれている活動組織の

方は、「実施状況報告書」－「（1）農地維持支払交付金」－【事務・組織運営等の研修】
の実施欄に「○」が付きます。

（但し、研修会参加後は、活動組織内で報告会等を実施し、研修内容の周知をお願い

します）

 最新の活動計画書の計画や実施時期が相違していても、参加は可能で実施状況報告書

の実施欄に「○」がつきますが、報告時に変更計画書の添付が必要な場合もあります。

なお、この研修会に資源向上（長寿命化）のみに取組まれている組織の方が参加され、

経費が発生した場合は、活動記録の活動区分は「研修・会議」にチェックしてください。



平成３０年度 事務・組織運営等研修会 

○西部会場 

１．日   時：平成３０年８月１０日（金） 

１３:３０～１６:００（受付 １３:００～） 

２． 場   所：邑智郡邑南町矢上3835-4  矢上交流センター（矢上公民館） 

（℡0855-95-1044 ） 

３. 定   員：１００名（原則１組織２名まで） 

○東部会場 

１．日   時：平成３０年８月２０日（月） 

１３:３０～１６:００（受付 １３:００～） 

２．場    所：雲南市加茂町宇治303  雲南市加茂文化ホール ラメール 

（℡0854-49-8500） 

３. 定   員：１８０名（原則１組織２名まで） 

○共通事項 

４．受講対象者：活動組織の事務担当者等、市町村担当者        

５．研修内容：・広域活動組織化の注意点等 

         ・広域活動組織の運営・事務等について（パネルディスカッション）   

・広域活動組織設立の流れ 

・平成30年度の改正等について 

・認定終了時の留意事項について 

           ※研修会の内容は変更となる場合があります。     

６．交通手段：駐車場に限りがありますので、車でお越しの際は、乗り合わせのうえお越 

しください。 

７．参 加 費：無料 

８．申込み期限：平成３０年７月２３日（月）まで

※いずれも定員になり次第、締め切らせて頂きますが、状況により１活動組織の人数を調

整させて頂く場合もありますのでご了承ください。 

別紙 


